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１ 農地法第３条許可申請に関する件

２ 農地法第４条許可申請に関する件

３ 農地法第５条許可申請に関する件
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１ 裁判所から照会のあった農地等の現況について

２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について
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６ 農地パトロールの結果について

７ 農地パトロールについて
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議    長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和元年度第８回総会を開催いたしま

す。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１９人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、仮屋委員、鳥丸委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

それでは、議題の審議に入って参ります。



- 2 -

議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～５ページ ９件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、伊敷、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、譲受理由：規模拡大、譲渡理由：その他、権利の種別の内容：所有

権移転、売買。

この件について補足して説明いたします。

当該地は、今から３０年前の平成元年に、譲渡人の前身である株式会社が、携

帯電話の中継局として購入し、無線の鉄塔を建て使用しておりました。これにつ

きましては、農地法第５条許可の例外規定により、転用許可は不要となっており

ます。

その後、人工衛星等の通信技術の発達により、当該中継基地が不要となり、無

線の鉄塔は解体撤去されておりますことから、当該地を処分し、近隣の農家等へ

売買することとなったものです。

以上です。

議 長 次に、吉野、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

番号３号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

番号４号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉田、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、規模拡大、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、相手要望、労力不足、所有権移転、売買。

番号７号、相手要望、労力不足、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、喜入、１０番委員お願いします。
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、受贈、贈与、所有権移転、贈与。

番号９号、規模拡大、農業廃止、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件、農地法第３条第２項各号に

は該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願いいた

します。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「９番委員」挙手あり〕

はい、９番委員どうぞ。

９ 番 委 員 番号１ですが、渡人は、今まで、農地をずっと耕作していたかどうかわかりま

すか。

伊 敷 支 局 先程、補足説明を調査委員からしたところですが、そもそもここは、携帯電話

の中継基地局として、無線の鉄塔を建てて使用しておりました。これについては、

農地法第５条許可の例外規定により、転用許可不要案件でございます。その後、

鉄塔を建てて使用していたのですが、人工衛星等の通信技術の発達によって、こ

の中継基地が不要となりました。それで、鉄塔は既に解体撤去されているところ

でございますが、最近、譲渡人の方で、全国的にこのような鉄塔が十数箇所ある

と聞いております。それを一括して処分するということで、近隣の農家等へ、畑

として売買するということになったものです。

以上です。

９ 番 委 員 その中継基地は建ったわけですね。

伊 敷 支 局 そうです。

９ 番 委 員 そのあとを畑として、現況は畑なんですか。

伊 敷 支 局 ここにつきましては、農業委員と職員２名で現地調査を最近致したところであ

りますが、農地として耕作可能であることを、現地調査で確認しており、また、

譲受人の農家の方にも、作物等を聞いたところ、ニンニク、甘しょ等を作付けす

るということでお話を頂いているところです。

９ 番 委 員 わかりました。
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議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」９件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

議題２．農地法第４条許可申請に関する件

６ページ ２件

議    長 次に、議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、転用目的・施設等：駐車場、貸駐車場９９６．００㎡、周囲の状況

及び被害防除計画：東・西・南…宅地、北…里道、境界…ブロック積、雨水…自

然流下。

この件について、補足して説明いたします。

今回の申請に際しては、申請人の親族が、必要な手続きを経ずに、すでに平成

１１年頃から、貸駐車場として無断転用しており、今回、過去の経緯を含めた始

末書添付のうえ、申請がなされたものです。

なお、代理人を通じて、相続人である申請人に対して、転用を行う場合は、農

地法の許可を受けなければならないこと、今後は、このようなことのないよう指

導いたしました。

番号２号、資材置場、貸資材置場９９６．００㎡、通路等３３８．００㎡、東・

西…市道、南…他人畑、北…雑種地、境界…土留、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」２件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。
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議題３．農地法第５条許可申請に関する件

７ページ～１４ページ １８件

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、権利の種別：所有権移転、売買、転用目的・施設等：資材置場、資

材置場６７８．００㎡、駐車場２５０．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画：

東・南…水路、西…里道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

番号２号、所有権移転、売買、資材置場、資材置場３６９．００㎡、東・西…

雑種地、南…山林、北…市道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。

番号３号、所有権移転、売買、建売住宅、住家２棟１２５．４４㎡、庭敷地等

４０５．５６㎡、東…渡人畑、西…私道、南…渡人畑、宅地、北…国道、境界…

コンクリート擁壁、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、所有権移転、贈与、一般住宅、住家１棟９１．０９㎡、庭敷地等１

５２．９１㎡、東…里道、西・北…渡人畑、南…宅地、境界…ブロック積、雨水

…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号５号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟１０３．７２㎡、庭敷地等

１３８．０３㎡、東・北…貸人畑、西…貸人畑、宅地、南…県道、境界…土留、

雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号６号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟８３．６４㎡、庭敷地等３

７２．３６㎡、東・南…宅地、西・北…市道、別件３条申請地、境界…ブロック

積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、使用貸借権、設定、一般住宅、住家１棟１１０．２８㎡、庭敷地等

１７８．２２㎡、東…市道、西…貸人畑、南…農道、北…他人畑、境界…ブロッ

ク積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号８号、賃借権、設定、仮設事務所、事務所２棟２６．４０㎡、駐車場等１

２５．６０㎡、東…他人畑、西…私道、南・北…貸人畑、境界…防護柵、雨水…

自然流下、汚水…仮設トイレ。

以上です。

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１１５．５０㎡、庭敷地等

１４８．５０㎡、東…私道、西…私道、他人畑、南…宅地、北…渡人畑、境界…

ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１０号、所有権移転、売買、発電施設、太陽光発電５４５．９４㎡、通路

等４５９．０６㎡、東…他人畑、西…私道、他人畑、南・北…水路、境界…ブロ

ック積、フェンス、雨水…自然流下。

この件について補足説明をいたします。

申請法人は喜入中名町で認定を受けた太陽光発電設備ＩＤの譲渡を受け、当該

農地を取得し、太陽光発電施設へ転用を行うものです。

発電規模としましては、太陽光パネル３２４枚で、発電出力が４９．５ｋＷに

なります。

なお九州経済産業局からの設備認定通知書は、当初平成３０年１２月６日に認

定を受けたＩＤを譲渡による設備認定変更申請を行い、変更承認も受けておりま

す。また九州電力との系統連係に係る契約も平成３０年９月１９日に成立し承認

通知も受けております。

番号１１号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１２５．８７㎡、庭敷地

等１２２．１３㎡、東…私道、西・南…宅地、北…渡人畑、境界…ブロック積、

雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。
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５ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、所有権移転、贈与、一般住宅、住家１棟５６．３１㎡、庭敷地等

３７９．６９㎡、東…宅地、西…渡人畑、南…市道、北…農道、境界…ブロック

積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１３号、所有権移転、売買、資材置場、資材置場１６１．００㎡、駐車場

８０．００㎡、東…山林、西…県道、南…雑種地、北…里道、境界…ブロック積、

雨水…自然流下。

番号１４号、所有権移転、売買、建売住宅、住家８棟４５６．４７㎡、通路４

９５．７１㎡、庭敷地等１．４４９．８２㎡、東…他人田、西…水路、南…市道、

宅地、北…河川管理道路、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化

槽。

番号１５号、所有権移転、売買、一般住宅、住家１棟１０２．６８㎡、庭敷地

４３４．２０㎡、法面等７４４．０６㎡、東…山林、西…宅地、南…他人畑、北

…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、松元支所から東へ３ｋｍに位置する第２種農地のその他の農地に該

当します。

受人は、これまで借家住まいだったものを申請地を買い受け自宅を新築しよう

とするものです。

申請地の面積は実測１，２８０．９４㎡ですが、里道側に法面があり、崖地等

に面していることから、崖地規制により実際に使用できる有効面積は５３６．８

８㎡となっております。

番号１６号、所有権移転、売買、建売住宅、住家６棟３３３．１３㎡、通路２

４１．２３㎡、庭敷地等１，０３７．１７㎡、東・北…市道、西…山林、南…他

人畑、宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１７号、所有権移転、売買、建売住宅、住家７棟３９７．４５㎡、通路７

２２．０５㎡、庭敷地等１，４８８．５０㎡、東…他人田、北…水路、西…水路、

渡人田、南…他人田、里道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、松元支所から南東へ４．５ｋｍに位置する第２種農地のその他の農

地に該当します。

周囲の状況及び被害防除計画に、雨水は市道側溝へとありますが、北側にある

水路の北側に位置する市道側溝に排水する予定です。

番号１８号、所有権移転、売買、建売住宅、住家９棟４７５．７０㎡、通路７

０５．３１㎡、庭敷地等１，４４７．９９㎡、東・南…市道、西…他人田、渡人

田、北…河川管理道路、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。



- 8 -

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「９番委員」挙手あり〕

はい、９番委員どうぞ。

９ 番 委 員 番号１５ですが、一般住宅の場合、概ね５００㎡を目処とするとなっています

が、これは５３６．８８㎡となってますね。この程度は問題はないということで

よろしいですか。

議 長 これは、崖地等で５３６．８８㎡になっていますが、この場合、３６．８８㎡

残しても使い道がないということで、認められています。県農業会議でも認めら

れています。

９ 番 委 員 わかりました。

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可

申請に関する件」１８件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。
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議題４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

１５ページ～１７ページ ３件

議 長 次に、議題４．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議

します。

吉田、桜島、喜入地区に合意解約の通知が出ております。

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第１８条第

６項の規定による通知に関する件、３件につきましては、原案どおり受理するこ

とに決定いたします。

議題５．非農地認定に関する件

１８ページ～２２ページ ７件

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、本庁、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：住家２棟、うち１棟５４年経過、うち１棟３６年経過、

車庫１棟、３５年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、調査結果：住家１棟、３６年経過、現況宅地。

番号３号、調査結果：ゴキ竹・キンチク竹・雑木自然繁茂、約４０年経過、現

況山林。

番号４号、調査結果：通路として約３０年経過、現況道路。

以上です。

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、調査結果：住家１棟、３０年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。



- 10 -

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、郡山、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関す

る件」７件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農地利用変更届出に関する件

２３ページ １件

議 長 次に、議題６．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。

それでは、松元、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：盛土をして、畑として

利便性を高める。工事開始日：令和元年１１月１１日、工事終了日：令和２年５

月１０日、周囲の状態：東…河川管理道路、西・南…宅地、北…他人田、境界…

土留、作物…野菜、高さ…１．５ｍ、搬入土…シラス、赤土。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農地利用変更届出に

関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。
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議題７．買受適格証明願に関する件

２４ページ １件

議    長 次に、議題７．「買受適格証明願に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 この件について、ご報告いたします。

本件は、裁判所において一度、競売に付されたものの、入札者がいなかったた

め、特別売却へ移行したことにより、申請されたものです。

この特別売却につきましては、所轄裁判所は、鹿児島地方裁判所、競売事件名

は、平成２９年（ケ）第８６号、売却実施期間は、令和元年９月１９日から１１

月２５日でございます。

申請地は農用地区域外にあり、地目は登記・現況ともに「畑」、面積は３１１㎡

で、農地法第５条の「買受適格証明願」で、転用目的は「貸資材置場」でありま

す。

調査の結果、本件は農地法第５条許可申請の判断基準に沿っているものと認め

られるため、「買受適格」があるものと判断したところでございます。

なお、本件につきましては、買受適格証明書の交付を受けた申請人が、後日、

農地法第５条許可申請書を提出した場合、今回の買受適格証明の交付時と許可内

容が異なっていないと認められた時は、農業委員会会長の判断で処理できる旨の

議決も、併せてご審議くださいますようお願いいたします。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「７番委員」挙手あり〕

はい、７番委員どうぞ。

７ 番 委 員 農地法の転用は、大体自らやる時と決まっているんですけど、こういう特例の

場合には、貸資材置場で取得して、貸し出すということでも許可ができる案件な

んですか。

事 務 局 今回、買受適格証明願で転用目的という審査が出た案件でございます。この買

受適格を転用目的で出た場合には、同時に５条申請を審査する形になっています

が、特に転用目的について、買受適格であるから制限があるものではございませ

んので、貸資材置場として適正な事業計画等がなされていれば、そのまま認めら

れるものでございます。以上です。

議    長 元々、資材置場で使われていた場所です。
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７ 番 委 員 登記、現況とも畑となっています。

議    長 登記地目を変えてなかったんです。

７ 番 委 員 わかりました。

９ 番 委 員 今の件ですが、申請人は、転用をするということで、農地を買うということに

なるわけですが、こういう転用を目的とすることであれば、誰でもこういう申請

はできるということにはならないですか。わざわざ、農業委員会に申請をしない

といけないのでしょうが、特別、この方でなくても転用を目的として買うという

ことであれば、誰でもいいということにはなりませんか。

事 務 局 転用目的の買受適格証明願が出た場合には、３条の目的と違いまして、農業従

事者であるという縛りはないというのは、９番委員のご指摘の通りです。ただ転

用目的で、証明願を出すからには、同時に５条の許可申請も審議、現地調査をす

るという形になっております。仮に、買受適格の申請が出たとしても、事業目的

が不明確であったり、それを裏付ける資金証明がなかったりとかいう場合には、

申請書自体を取り下げてもらう、審議の対象にもならないということになります。

誰でもいいかと言うと、その転用目的の事業内容が、ちゃんと整っていないと結

局だめということになりますので、その転用目的次第で買受適格証明を出すのか

どうかというのが、決されるということになると思います。以上です。

９ 番 委 員 わかりました。

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「買受適格証明願に関

する件」、１件につきましては、適格があるものと認め、また後段についても議決

するものといたします。

議題８．農用地利用集積計画に関する件

２５ページ～３４ページ １５件

議    長 次に、議題８．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

それでは、事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 議題８．「農用地利用集積計画に関する件」について、ご説明申し上げます。

２５ページをお開きください。

「議案第８号」農用地利用集積計画（利用権設定等）調書で、令和元年１０月

３１日公告予定です。

今回の利用権設定につきましては、使用貸借権１２件１２，５２５．００㎡、

うち新規１１件１０，０９９．００㎡、賃借権２件９，００７．００㎡、全て新

規、所有権移転１件５３０．００㎡、合計１５件２２，０６２．００㎡、うち新

規１３件１９，１０６．００㎡となっております。

次に２６ページをお願いします。

これは、前ページで説明いたしました使用貸借権の設定期間別の内訳です。多

い順に設定期間１０年が１０件、５年が２件となっております。

次に２７ページをお願いします。

これは、２５ページで説明いたしました賃借権の設定期間別の内訳です。設定

期間５年、５年から１０年未満が各１件となっております。

次に２８ページをお願いします。農用地利用集積計画総括表です。

下の合計欄をご覧ください。筆数は、使用貸借権１９筆、賃借権２筆、計２１

筆。面積は、田２，９６１．００㎡、畑１８，５７１．００㎡、計２１，５３２．

００㎡うち更新分は、２，４２６．００㎡です。

利用権等の設定をする者及び受ける者は１４人。うち更新分は１人となってお

ります。

次に２９ページから３４ページまでは先ほど説明しました農用地利用集積計画

総括表の使用貸借権、賃借権、所有権移転の内容です。

記載事項は、利用権の設定を受ける者、設定する者、土地の所在地、権利の種

類、始期、終期、１０aの賃借、全体の賃借、耕作面積、区分等についての調書で

す。お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。

議題９．相続税の納税猶予に関する件

３５ページ １件

議    長 次に、議題９．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。

それでは、吉野、１３番委員お願いします。
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１ ３ 番 委 員 資料の３５ページをお開きください。

対象農地は、市街化区域内の農地であり、この調書は、農地の相続が発生した

とき、申告期限の翌日から２０年間営農を継続することにより、相続税の支払い

を一定の条件のもとに猶予又は免除するという、相続税の納税猶予の申請に係る

ものでございます。

この制度を利用すると、申請人は３年に１度、農業委員会が発行する証明書を

添付して税務署へ届け出ることになっております。

今回１件の申請があり、去る１０月１１日に私、１５番委員、事務局職員４名

で現地調査を行いましたので、その結果についてご報告申し上げます。

相続開始は平成２２年３月１７日、申請人は被相続人の子で、今回が４回目の

申請でございます。

今回、調査しました特例適用農地は畑であり、深ネギ、甘しょ、ヤーコン、キ

クイモ、チンゲンサイ、ワサビナ、ウコン、ジャガイモ、大豆を作付中、カンナ、

みかん、柿、レモンを植付中、ジャガイモを作付予定、チューリップを植付予定

でありました。

従いまして、今回の特例適用農地において、申請人が引き続き農業経営を行っ

ていることを確認できましたので、「引き続き農業経営を行なっている旨の証明

書」の発行については支障ないものと判断いたします。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「９番委員」挙手あり〕

はい、９番委員どうぞ。

９ 番 委 員 生産緑地法というのが、鹿児島には関係ありませんが、これによると、生産緑

地で指定された農地を、第３者に貸し付けることができるということになったわ

けですが、その際に、相続税の納税猶予を引き続き受けられるということだそう

です。今、審議されているこの場合に、この農地を第３者に貸し付けるというこ

とができるかどうか、その際に引き続き相続税の納税猶予ができるかどうか、ど

うでしょうか。

事 務 局 ９番委員のご指摘の内容というのが、相続税の納税猶予を受けたまま、農地の

貸出しができるのかという案件と思われます。この件につきまして、相続税の納

税猶予制度上は、いわゆる特定貸付けの範疇であれば、引き続き納税猶予を受け

ることができるという制度の内容になっております。この特定貸付というのは何

なのかということなんですが、これは農業経営基盤強化促進法でいう利用権の設

定等で貸し付ける場合が、一つの事例になりますので、もし農業経営基盤強化促

進法、利用権の設定等で貸し付ける場合には、引き続き相続税の納税猶予に該当

するというケースも有り得ると思います。

以上です。
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９ 番 委 員 わかりました。

７ 番 委 員 鹿児島市内の中に、生産緑地指定を市がした所がありますか。

事 務 局 生産緑地法については、建設局が所管しているのですが、現在本市内で、生産

緑地法が適用されている土地というのはないということで、確認いたしておりま

す。

７ 番 委 員 ないですね。わかりました。

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「相続税の納税猶予に

関する件」１件につきましては、原案どおり決定することにいたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．裁判所から照会のあった農地等の現況について

３６ページ～３７ページ ２件

議 長 報告事項１「裁判所から照会のあった農地等の現況について」

まず、東桜島、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 報告します。３６ページです。

照会日：令和元年１０月３日、現況：一部農地、一部非農地、調査結果：該地

は市街化調整区域内にあり、現況一部農地、一部非農地である。

買受適格証明書を有する者に限らない。

処理状況：令和元年１０月１６日 鹿児島地方裁判所へ報告済。

議 長 次に、松元、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 報告します。３７ページです。

照会日：令和元年１０月３日、現況：一部農地、一部非農地、調査結果：該地

は区域区分の定めのない都市計画区域内にあり、３筆は、現況一部農地、一部非

農地、４筆は現況農地である。

買受適格証明書を有する者に限る。

処理状況：令和元年１０月１６日 鹿児島地方裁判所へ報告済。

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３８ページ～４０ページ １５件

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

報告事項４「農用地利用配分計画に関する報告の集計」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ３８ページをお開きください。

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１５件です。

登記地目別では、田１１筆、６，２５４．００㎡、畑４０筆、１８，３９７．

００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１５件。権利の種別は、

所有権が１５件。農業委員会によるあっせん等は、無が１５件となっております。

３９ページから４０ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４１ページ～４６ページ １８件

事 務 局 ４１ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係は、ありませんでした。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１２件、駐車場、店舗等、その他が各２

件、合計１８件となっております。

４２ページから４６ページは、５条関係１８件の内容です。お目通しをお願い

いたします。

４．農用地利用配分計画に関する報告の集計について

４７ページ～４８ページ １件

事 務 局 ４７ページ「報告事項４」をお願いします。

令和元年９月３０日認可の農用地利用配分計画に関する報告の集計です。

これらは、県地域振興公社が作成した農用地利用配分計画について、県知事が

認可したことにより、令和元年１０月１日から貸付の始期が始まるものです。

貸借権１件１筆４７６．００㎡となっております。始期は令和元年１０月１日

からになります。

今回の分は、８月の総会で審議していただいた農用地利用集積計画で、農地を

中間管理機構である県地域振興公社に貸し付けたものを、同公社が担い手へ貸し

出したものになります。

４８ページは、先ほど説明しました農用地利用配分計画の内容です。

お目通しをお願いいたします。

５．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料２

議 長 次に、報告事項５「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」

報告事項６「農地パトロールの結果について」

報告事項７「農地パトロールについて」

それでは、事務局の報告をお願いします。
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事 務 局 報告事項５ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

別冊資料２をご覧ください。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の８月期については、訪問戸数１９２戸、うち不在２

２戸、調査回答戸数１７０戸、貸出希望５戸６２．５５アール、借入希望 1 戸２

０．００アール、貸出実績、借入実績、中間管理事業活用実績は、ありませんで

した。

次に、下の段の累計については、訪問戸数２，６０９戸、うち不在１１０戸、

調査回答戸数２，４８０戸、貸出希望１４８戸３，２３８．２３アール、借入希

望２９戸１，６３４．００アール、貸出実績１１戸１２７．０５アール、借入実

績６戸５５．０８アール、中間管理事業活用実績はございませんでした。

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。

６．農地パトロールの結果について

別冊資料３

事 務 局 ８月の農地パトロールの結果について報告します。別冊資料３の１ページをお

開きください。

実施期間ですが、令和元年８月２３日から８月３０日に実施しました。

各地区での調査日は、資料をお目通しください。

調査結果については、無断転用はございませんでした。また、農地利用変更届

出現地調査は、備考欄のとおり、本庁地区４件、吉野地区２件、喜入地区３件、

松元地区３件、郡山地区１件の計１３件ございました。

調査結果につきましては、２ページから３ページに記載してございます。届出

事項の未完了はなく、記載のとおり、全て届出事項が完了しておりました。

以上で８月の農地パトロールの結果報告を終わります。
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７．農地パトロールについて

別冊資料３

事 務 局 続きまして、１０月からの農地パトロールについて報告いたします。

４ページをお開きください。

１．実施期間ですが、令和元年１０月２９日（火）から１０月３１日（木）ま

での３日間を中心に実施します。調査出発時間は、午前の部は午前９時から、午

後の部は午後１時３０分から行います。

２．このパトロールは、農地法第３０条の利用状況調査と位置づけ、あわせて

農地利用変更届出現地調査を行います。

３．調査区域についてですが、本庁１班、谷山４班、吉野、伊敷、吉田、桜島、

喜入、松元、郡山の各地区は２班ずつの９地区１９班でございます。

４．調査員ですが、農業委員１９名と農地利用最適化推進委員１８名、事務局・

支局職員でございます。

５．調査方法についてですが、各班は、地区の農業委員と農地利用最適化推進

委員２名と職員２名の４名で調査します。

６．調査確認の方法についてですが①遊休農地の調査は、写真を撮り遊休農地

調査票に記入します。②無断転用農地は、無断転用調査票に記入します。③農地

利用変更届出地がある場合は、利用状況を調査し、農地利用変更届出調査票に記

入します。

７．実施結果の整理についてですが、パトロールの実施結果は、班ごとに取り

まとめて、無断転用農地、遊休農地について所有者等に対して指導や意向確認等

を行います。

農地パトロールの日程とコースについては、５ページから９ページに、農地利

用変更届出現地調査表は１０ページに記載してありますので、お目通しをお願い

します。よろしくお願いします。

以上です。

議    長 ありがとうございました。

本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１０時５０分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 令和元年度第９回総会（月例）開催日時は、

１１月２８日（木）午前１０時開会

市役所みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時５５分）


